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INFORMATION INFORMATION
人
権
相
談
・
行
政
相
談

人
権
相
談
・
行
政
相
談

【
人
権
相
談
】

４
月
16
日
（
木
）
13
時
30
分
～
16
時

役
場
１
階
会
議
室

基
本
的
人
権
が
脅
か
さ
れ
た
場
合
、
救
済

な
ど
の
相
談
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

相
談
員
▽
羽
賀
智
子
氏
▽
鳥
宮
彰
子
氏
▽
髙

井
伸
夫
氏

【
特
設
行
政
相
談
】

４
月
16
日
（
木
）
10
時
～
11
時
30
分

大
津
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

【
定
例
行
政
相
談
】

４
月
16
日
（
木
）
13
時
30
分
～
16
時

役
場
１
階
会
議
室

　

役
所
の
仕
事
に
つ
い
て
納
得
で
き
な
い
こ

と
、
ご
意
見
ご
要
望
な
ど
が
あ
れ
ば
、
お
気

軽
に
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

相
談
委
員
▽
髙
倉
明
氏
☎
（
574
）
２
２
９
１

備
考
▽
釧
路
行
政
監
視
行
政
相
談
セ
ン
タ
ー
で

も
相
談
を
受
付
け
て
い
ま
す
。『
行
政
苦
情
110

番
』
☎
０
５
７
０
‐０
９
０
１
１
０

役
場
住
民
課
生
活
環
境
係
☎（
574
）２
２
１
３

乳
幼
児
・

乳
幼
児
・
11
歳
６
か
月
児
・

歳
６
か
月
児
・
３３
歳
児
歳
児

健
診
の
お
知
ら
せ

健
診
の
お
知
ら
せ

▽
５
月
25
日
（
月
）

▽
保
健
セ
ン
タ
ー

▽
無
料

内
容
▽
身
体
計
測
、
問
診
、
診
察
、
歯
科

健
診
、
各
種
相
談

福
祉
課
健
康
係
☎
（
574
）
２
２
１
４

赤
ち
ゃ
ん
広
場
に
お
い
で
く
だ
さ
い

赤
ち
ゃ
ん
広
場
に
お
い
で
く
だ
さ
い

　

乳
児
（
１
歳
６
か
月
未
満
）
を
持
つ
親
子

が
安
心
し
て
遊
べ
、
お
母
さ
ん
同
士
が
子
育

て
に
つ
い
て
気
軽
に
お
し
ゃ
べ
り
で
き
る
広

場
で
す
。

【
自
由
遊
び
・
手
遊
び
・
ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ
】

▽
９
時
～
12
時

▽
こ
ど
も
プ
ラ
ザ
と
よ
こ
ろ

１
歳
６
か
月
未
満
児
（
令
和
６
年
10
月
１

日
以
降
生
）
の
親
子
お
よ
び
妊
娠
中
の
方

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
☎
（
574
）
３
９
３
１

わ
ん
ぱ
く
広
場
に
お
い
で
く
だ
さ
い

わ
ん
ぱ
く
広
場
に
お
い
で
く
だ
さ
い

　

子
ど
も
同
士
や
お
母
さ
ん
同
士
の
交
流
を

目
的
と
し
て
い
ま
す
。
育
児
に
関
す
る
相
談

に
も
応
じ
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
発
育
測
定
】

▽
４
月
２
日
（
木
）、
５
月
７
日
（
木
）

　

▽
10
時
～
12
時

▽
保
健
セ
ン
タ
ー

備
考
▽
母
子
手
帳
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

【
自
由
遊
び
・
お
楽
し
み
会
】

▽
９
時
～
12
時　

▽
10
時
～
12
時
（
総
合
体

育
館
）

▽
こ
ど
も
プ
ラ
ザ
と
よ
こ
ろ
・
総
合
体
育
館

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
☎
（
574
）
３
９
３
１

　

こ
の
制
度
は
精
神
ま
た
は
身
体
に
障
が
い

を
有
す
る
児
童
を
養
育
す
る
父
母
等
に
手
当

を
支
給
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
児
童

の
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
ま
す
。

【
受
給
資
格
者
】

　

20
歳
未
満
で
精
神
ま
た
は
身
体
に
障
が
い

を
有
す
る
児
童
を
家
庭
で
監
護
、
養
育
す
る

父
母
ま
た
は
養
育
者
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る

と
き
は
手
当
を
受
給
で
き
ま
せ
ん
。

•	

受
給
資
格
者
（
請
求
者
）
や
対
象
児
童
が
、

日
本
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
と
き
。

•	

対
象
児
童
が
、
児
童
福
祉
施
設
等
に
入

所
し
て
い
る
と
き
（
た
だ
し
、
通
園
し

て
い
る
場
合
は
除
く
）。

•	

対
象
児
童
が
障
が
い
を
事
由
と
す
る
年

金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
。

【
手
当
額
（
令
和
８
年
４
月
か
ら
月
額
）】

　

手
当
は
認
定
請
求
し
た
日
の
属
す
る
翌
月

分
よ
り
次
の
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

•	

１
級　

５
８
，４
５
０
円

•	

２
級　

３
８
，９
３
０
円

　

た
だ
し
、受
給
者
も
し
く
は
そ
の
配
偶
者
、

ま
た
は
扶
養
義
務
者
の
前
年
の
所
得
が
一
定

の
額
以
上
で
あ
る
と
き
、
手
当
は
支
給
さ
れ

ま
せ
ん
。詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

役
場
福
祉
課
福
祉
介
護
係
☎
（
574
）
２
２
１
４

児
童
手
当
の
お
知
ら
せ

児
童
手
当
の
お
知
ら
せ

　

児
童
手
当
の
支
給
日
は
左
記
の
と
お
り
で

す
。
原
則
と
し
て
偶
数
月
の
８
日
（
当
日
が
土

日
祝
日
の
場
合
は
そ
の
前
の
平
日
）
に
、
そ
れ

ぞ
れ
前
月
ま
で
の
分
の
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

※
受
給
者
名
義
の
金
融
機
関
の
口
座
へ
振
り

込
み
ま
す
。

※
転
入
・
転
出
・
出
産
の
場
合
は
、
支
給
日
、

支
給
対
象
月
が
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
手
当
額
（
一
人
あ
た
り
の
月
額
）】

●
０
歳
か
ら
３
歳
未
満

　

▽
（
第
１
・
２
子
）
１
万
５
千
円

　

▽
（
第
３
子
以
降
）
３
万
円

●
３
歳
か
ら
18
歳

　

▽
（
第
１
・
２
子
）
１
万
円

　

▽
（
第
３
子
以
降
）
３
万
円

【
次
の
方
は
役
場
へ
申
請
手
続
き
が
必
要
で
す
】

・
出
生
な
ど
に
よ
り
、
新
た
に
養
育
す
る
子

ど
も
が
で
き
た
方

・
既
に
受
給
し
て
い
て
、
出
生
な
ど
に
よ
り

養
育
す
る
子
ど
も
が
増
え
た
方

・
既
に
受
給
し
て
い
て
、
他
の
市
町
村
か
ら

引
越
し
を
さ
れ
た
方

役
場
福
祉
課
福
祉
介
護
係
☎
（
574
）
２
２
１
４

児
童
扶
養
手
当
の
お
知
ら
せ

児
童
扶
養
手
当
の
お
知
ら
せ

　

こ
の
制
度
は
、
ひ
と
り
親
世
帯
の
お
子
さ

ん
の
健
や
か
な
成
長
と
生
活
の
安
定
・
自
立

を
促
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
お
子
さ
ん
を

養
育
し
て
い
る
方
に
手
当
を
支
給
す
る
も
の

で
す
。

【
受
給
資
格
者
】

▽
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
児
童
（
18
歳
に

達
す
る
日
以
降
の
最
初
の
3
月
31
日
ま
で
の

間
に
あ
る
者
、
ま
た
は一
定
の
障
が
い
の
状
態

に
あ
る
20
歳
未
満
の
者
）
を
監
護
、
養
育

し
て
い
る
父
、
母
ま
た
は
養
育
者

•	

父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
児
童

•	

父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童

•	

父
ま
た
は
母
が
法
令
の
定
め
る
程
度
の
障
が
い

の
状
態
に
あ
る
児
童

•	

父
ま
た
は
母
の
生
死
が
明
ら
か
で
な
い
児
童

•	

父
ま
た
は
母
か
ら
１
年
以
上
遺
棄
さ
れ
て
い
る

児
童

•	

父
ま
た
は
母
が
裁
判
所
か
ら
Ｄ
Ｖ
保
護
命
令
を

受
け
た
児
童

•	

父
ま
た
は
母
が
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て
い
る
児
童

•	

母
が
婚
姻
し
な
い
で
生
ま
れ
た
児
童

•	
父
母
と
も
不
明
で
あ
る
児
童
（
孤
児
な
ど
）
等

役
場
福
祉
課
福
祉
介
護
係
☎
（
574
）
２
２
１
４

特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉

特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉

手
当
ま
た
は
福
祉
手
当
の
お
知
ら
せ

手
当
ま
た
は
福
祉
手
当
の
お
知
ら
せ

こ
の
制
度
は
、
精
神
ま
た
は
身
体
に
重
度

の
障
が
い
を
有
す
る
20
歳
以
上
の
方
、
ま
た

は
20
歳
未
満
の
方
に
特
別
障
害
者
手
当
、
障

害
児
福
祉
手
当
ま
た
は
福
祉
手
当
を
支
給
す

る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
方
の
福
祉
の
増

進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
手
当
を
支

給
す
る
も
の
で
す
。

た
だ
し
、
受
給
資
格
者
（
請
求
者
）、
も

し
く
は
そ
の
配
偶
者
ま
た
は
扶
養
義
務
者
の

令和 8年度の児童扶養手当額（月額）　R8年 4月〜

全額支給 一部支給

本体額 48,050 円 48,040 円 ～ 11,340 円

第 2 子以降
加算額

11,350 円 11,340 円 ～ 5,680 円

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
お
知
ら
せ

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
お
知
ら
せ

内容 受付 対　象 持ち物

3・4 か月児 14:00
令和7年12月31日～
令和8年2月25日生 ・母子手帳

・アンケート用紙
（新生児訪問時にお渡しし
ている用紙をご持参くださ
い）

7・8 か月児 14:00
令和7年8月31日～
令和7年10月25日生

11・12か月児 13:00
令和7年5月1日～
令和7年6月25日生

1 歳 6 か月児 13:30
令和6年10月1日～
令和6年11月25日生

・母子手帳
・当日の尿
・アンケート用紙
（対象児に郵送します）3 歳児 13:00

令和5年3月31日～
令和5年5月25日生

令
和
９
年
４
月
８
日
（
木
）

令
和
９
年
２
月
８
日
（
月
）

令
和
８
年
12
月
８
日
（
火
）

令
和
８
年
10
月
８
日
（
木
）

令
和
８
年
８
月
７
日
（
金
）

令
和
８
年
６
月
８
日
（
月
）

令
和
８
年
４
月
８
日
（
水
）

支
給
予
定
月

２
月
～
３
月
分

12
月
～
１
月
分

10
月
～
11
月
分

８
月
～
９
月
分

６
月
～
７
月
分

４
月
～
５
月
分

２
月
～
３
月
分

支
給
対
象
月

日　程 内　容 備　考

４月９日（木） 自由遊び こどもプラザ内の部屋で自由に遊びます。

４月14日（火） 自由遊び 総合体育館で体を使って遊びます。
持物：上靴・飲み物

４月16日（木） 自由遊び こどもプラザ内の部屋で自由に遊びます。

４月23日（木） 自由遊び
こいのぼり製作

こどもプラザ内の部屋で自由に遊びます。
親子でこいのぼり製作を行います

４月28日（火） 戸外遊び
戸外で遊びます。
持物：外靴・帽子・飲み物
※雨天時：室内で自由遊び

４月30日（木） 自由遊び こどもプラザ内の部屋で自由に遊びます。

日　程 内　容 備　考

４月８日（水） 自由遊び
手遊び

こどもプラザ内の部屋で自由に遊びま
す。

４月15日（水） 自由遊び
手遊び

こどもプラザ内の部屋で自由に遊びま
す。

４月22日（水） 自由遊び
ベビーマッサージ

こどもプラザ内の部屋で自由に遊びま
す。
※バスタオルをご持参ください。

広
報
と
よ
こ
ろ

役
場
だ
よ
り

▽
福
祉

広
報
と
よ
こ
ろ

▽
生
活
・
環
境
▽
子
育
て

役
場
だ
よ
り


